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令和４年度（２０２２年度）朝霞市一般会計当初予算のポイント 

 

 

 

▽令和４年度（２０２２年度）当初予算額 ４５６億２，８００万円 

（前年度比５億７，８００万円、１．３％の増額） 

▽予算規模は平成２６年度から９年連続で過去最大規模を更新 

▽市税は、納税義務者の増による個人市民税や法人市民税の増などにより、前年度と比較し

約８億５，０００万円の増額 

▽新型コロナウイルスワクチン３回目追加接種費用として、４億７，５３１万３千円を計上 

▽消防団第６分団詰所の改築工事を実施 

▽放課後児童クラブに Wi-Fi 環境を整備するために１，８４３万円を計上 

▽パラリンピック・デフリンピック参加選手奨励金を創設 

▽北朝霞駅周辺エリアにおける未来ビジョンを策定 

 

令和４年度実施予定の主な事業について 

・（ ）内は、令和４年度（２０２２年度）朝霞市一般会計予算及び予算説明書の事業名とページです。 

 ・金額は各取組にかかるものだけを計上したものであり、事業費と一致しない場合があります。 

 

１ 新たな取組 

 

〇 市制施行５５周年記念式典の実施（市制施行５５周年事業Ｐ５６・５７）     ２，４２１千円 

市制施行５５周年を迎えるに当たり、市政発展に御尽力いただいた方々に対して、感謝の意を表し

ます。 

担当：人権庶務課 

 

〇 若年者の消費者トラブル未然防止啓発リーフレットの作成                ７７千円 

  （消費生活啓発事業Ｐ１２６～１２９） 

   ４月から成年年齢が１８歳に引き下げられることに伴い、若年者の消費者トラブルを未然に防止す

るため、朝霞西高等学校の生徒に４コマ漫画の作成を依頼し、啓発リーフレットとして市内の中学

生・高校生、また公共施設や消費生活パネル展等で配布します。 

担当：地域づくり支援課 

 

〇 パラリンピック・デフリンピック参加選手奨励金の創設                １２０千円 

  （障害者スポーツ・レクリエーション事業Ｐ１５０・１５１）                

   市内に住所を有する個人が、パラリンピック競技大会又はデフリンピック競技大会に選手として参

加した際に、その栄誉を称え、市独自の奨励金を交付します。 

担当：障害福祉課 
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〇 生活保護つなぎ資金の貸付（生活援護総務事務事業Ｐ１９２・１９３）       １，５００千円 

生活保護を申請してから生活保護費が支給されるまでの間に生活の維持に支障を来たす恐れがあ

る世帯などに対して生活保護つなぎ資金の貸付を行い、生活の安定を図ります。 

担当：生活援護課 

 

〇 火災時宿泊費の助成（災害救助事業Ｐ１９４・１９５）                 ４８０千円 

   火災により、現に居住している住宅に被害を受けた方に対し、一時的に住む場所を確保するため、

市が指定した宿泊施設の宿泊料を助成します。  

担当：福祉相談課 

 

〇 救命救急医療体制整備の推進（地域医療確保事業Ｐ２０２・２０３）        １，３８８千円 

   埼玉県及び志木市、和光市、新座市と共に、日本大学に救命医確保を前提とした寄附講座を設置し、

国立病院機構埼玉病院に救命救急専門医の派遣を行うことで、朝霞地区第二次救急医療圏における救

命救急医療体制の整備を推進します。 

担当：健康づくり課 

 

〇 移動式プレーパークの実施（公園管理事業Ｐ２７６・２７７）           １，１５５千円 

   現在、あさかの森で実施しているプレーパークを移動式で市内都市公園においても実施します。 

担当：みどり公園課 

 

〇 消防団員報酬の改定（消防団活動事業Ｐ２８８・２８９）             １６，５７０千円 

   地域防災力を維持するため、新たに消防団員の出動報酬を設け、処遇改善を行います。 

担当：危機管理室 

 

〇 丸沼芸術の森コレクション展の開催                      ５，０００千円 

（運営事業・管理事業Ｐ３４８～３５３） 

   丸沼芸術の森が所蔵している美術品を借用し、市制施行５５周年を記念する展示を開催します。 

担当：文化財課 
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２ 内容を拡充する取組 

  

〇 重度心身障害者医療費の県内窓口支払無料化                  １，５５７千円 

（障害者医療・手当給付事業Ｐ１５０～１５３） 

  こども医療費の県内窓口支払無料化                       ５，９６７千円 

（こども医療費支給事業Ｐ１７２～１７５） 

 ひとり親家庭等医療費の県内窓口支払無料化                   １，８５６千円 

（ひとり親家庭支援事業Ｐ１７４・１７５） 

 

    重度心身障害者医療費、こども医療費、ひとり親家庭等医療費について、４市（朝霞市、志木市、

和光市、新座市）の医療機関で受診した場合の窓口支払を一定限度額まで無料（現物給付）としてい

る事業の適用地域を令和４年１０月（ひとり親家庭等医療費は令和５年１月）から埼玉県内全域に拡

大します。 

担当：障害福祉課・こども未来課 

 

〇 民設認可保育園への整備補助金の交付                    ４７，２５０千円 

  （民間社会福祉施設整備費補助事業Ｐ１８４・１８５）       

   保育園の待機児童解消に向けて、社会福祉法人が整備する保育園等に対し、補助金を交付します。 

担当：保育課 

 

〇 放課後児童クラブへの整備補助金の交付                    ７，６００千円 

（放課後児童クラブ運営事業Ｐ１８８・１８９） 

   放課後児童クラブの待機児童解消に向けて、民間の放課後児童クラブの開所に必要となる施設改修

費や開設準備経費に対し、補助金を交付します。 

 担当：保育課 

 

〇 ＨＰＶワクチン接種の積極的勧奨の再開（予防接種事業Ｐ２１０～２１３）   ４１，６５３千円 

   平成２５年厚生労働省通知によりＨＰＶワクチン接種の個別勧奨を差し控えていましたが、令和３

年１１月同省通知により平成２５年通知が廃止とされたことから、積極的勧奨を再開します。 

担当：健康づくり課 

 

〇 運転免許自主返納者へのタクシー利用券の交付                  ４，１００千円 

（交通施策推進事業Ｐ２８２・２８３）                

 運転免許を自主返納した方へ、市内循環バス回数券、交通系 ICカードのいずれかを交付していま

すが、令和４年度から新たにタクシー利用券が選択できるように追加します。 

担当：まちづくり推進課 

 

〇 学校運営協議会設置校の増設（学校運営協議会事業Ｐ３０８・３０９）       １，１７０千円 

   「地域とともにある学校づくり」を推進し、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むため、

新たに第一小学校、第六小学校、第八小学校の３校に学校運営協議会を設置します。 

担当：教育管理課 
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〇 夏季休暇期間中の放課後子ども教室の実施                      ８２８千円 

（放課後子ども教室事業Ｐ３４０・３４１） 

   例年、９月から３月の土曜日の午前中に実施している放課後子ども教室事業を夏季休暇期間中にも

拡充し、市内小学校で居場所提供型の放課後子ども教室を実施します。 

担当：生涯学習・スポーツ課 

 

 

 

３ 計画の策定にかかる取組 

 

〇 第６次障害者プラン等の策定                         ４，４３６千円 

（障害者プラン・障害福祉計画推進事業Ｐ１４８～１５１） 

    令和６年度から令和１１年度を計画期間とする第６次障害者プラン及び令和６年度から令和８年

度を計画期間とする第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画の策定に着手します。 

担当：障害福祉課 

 

〇 第９期高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定                  ６，１５８千円 

  （高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進事業Ｐ１５８・１５９）  

   令和６年度から令和８年度を計画期間とする第９期高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定に着

手します。 

担当：長寿はつらつ課 

 

〇 第６次一般廃棄物処理基本計画の策定                    １１，６７０千円 

  （一般廃棄物処理基本計画策定事業Ｐ２２８・２２９） 

   令和６年度から令和１５年度を計画期間とする第６次一般廃棄物処理基本計画の策定に着手しま

す。 

担当：資源リサイクル課 

 

〇 立地適正化計画の策定（都市計画総務事務事業Ｐ２７０・２７１）        １３，３３０千円 

   人口減少・超高齢化社会に対応する持続可能な都市経営に向けた具体的な施策を推進するために、

居住機能や医療・福祉・商業・公共交通等の様々な都市機能の誘導方針を定め、また、都市の防災性

を高めつつ持続可能なコンパクトシティ形成に向けた取組を推進するため、立地適正化計画を策定し

ます。 

担当：まちづくり推進課 

 

〇 北朝霞駅周辺エリアにおける未来ビジョンの策定               １０，０００千円 

（都市計画総務事務事業Ｐ２７０・２７１）     

   北朝霞駅周辺エリアにおいて、「居心地が良く歩きたくなるまちなか（ウォーカブル空間）」の創出

と、「人でにぎわう魅力的な商業エリアの形成」を目指すため、エリアプラットフォームをつくり、

エリアの将来像となる未来ビジョンを策定します。 

担当：まちづくり推進課 
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〇 内間木公園拡張整備基本構想等の策定                    １５，３４８千円 

  （内間木公園拡張整備基本構想等策定事業Ｐ２７８・２７９）    

   第２期整備が進む国道２５４号バイパス沿道活性化の検討に併せて、市が保有する旧憩いの湯跡地

を含めた内間木公園の拡張整備について基本構想を策定します。 

担当：みどり公園課 

 

 

 

４ 建設・修繕等にかかる取組 

   

〇 特別養護老人ホームのエレベーターの改修（施設改修事業Ｐ１６８・１６９)   ３２，１９０千円 

   特別養護老人ホーム朝光苑のエレベーターについて、改修工事を実施します。 

担当：長寿はつらつ課 

 

〇 北朝霞保育園の耐震診断（保育園施設管理事業Ｐ１８２・１８３）        ４，３１２千円 

   公共施設等マネジメント実施計画に基づき、経年劣化を踏まえて耐震診断を行います。 

担当：保育課 

 

〇 ごみ焼却処理施設制御装置の更新工事                   １２１，０００千円 

（可燃ごみ処理事業Ｐ２３０・２３１） 

   令和１０年度に予定されている和光市との広域処理を行う新施設稼働開始までの間、現在の処理施

設を安定して稼働させるため、ごみ焼却処理施設の制御装置の更新工事を行います。 

担当：資源リサイクル課 

 

〇 産業文化センター舞台照明設備の修繕及びＬＥＤ化              ７４，９１０千円 

（施設改修事業Ｐ２５４・２５５） 

   産業文化センターホールの舞台照明設備について、調光装置の修繕を行うほか、照明設備のＬＥＤ

化を行います。 

担当：産業振興課 

 

〇 排水機場等のポンプ増設及び修繕                     ２５８，９２６千円 

（排水機場維持管理事業Ｐ２６６・２６７） 

   水害の軽減対策などを図るため、赤野毛排水機場排水ポンプの増設を行うほか、上内間木排水ポン

プ場、内間木排水機場の排水ポンプの修繕を行います。 

担当：道路整備課 

 

〇 橋梁長寿命化対策に伴う点検及び工事（橋梁改修事業Ｐ２６８・２６９）   １４３，３１８千円 

   管理している全３３橋について、専門業者による安全性の確認及び修繕等の必要性が高い橋梁を選

定するための点検を行い、台帳を更新します。また、以前実施した点検結果を踏まえ、優先度の高い

浜崎橋、浜崎橋側道橋の改修工事を実施します。 

担当：道路整備課 
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〇 ドッグラン施設の整備（公園施設改修事業Ｐ２７８・２７９）          ３０，０００千円 

   大字浜崎地内の公有地を利用し、ドッグラン施設を整備します。 

担当：みどり公園課 

 

〇 交通安全対策工事（交通安全施設事業Ｐ２８６・２８７）            ２０，０００千円 

   千葉県八街市で発生した交通事故を受け、庁内関係部署や小中学校、朝霞警察署等の関係機関と連

携して実施した緊急安全点検結果を基に、対策が必要と判断した箇所について、区画線やグリーンベ

ルト設置等の交通安全対策工事を実施します。 

担当：まちづくり推進課 

 

〇 消防団第６分団詰所の改築                        １２７，４４０千円 

（消防団施設等整備事業Ｐ２９２・２９３） 

消防団第６分団詰所の老朽化に伴い、改築工事を行います。 

担当：危機管理室 

 

〇 第九小学校校舎増築に伴う設計                       ５９，７４１千円 

（小学校少人数学級整備事業Ｐ３１４・３１５） 

    少人数学級を実施するための教室が不足する第九小学校について、校舎増築に伴う設計を行います。 

担当：教育総務課 

 

〇 少人数学級実施に向けた施設整備                       ３１，９６５千円 

（小学校少人数学級整備事業Ｐ３１４・３１５) 

    令和５年度に少人数学級を実施するための教室が不足する第三小学校、第六小学校及び第十小学校

の３校で、教室の整備工事（教室転用工事）を行います。また、第六小学校校舎増築工事の期間中に

児童の登下校として使用する校舎裏通用口の昇降路舗装及び門扉の整備等を行います。 

担当：教育総務課 

 

〇 中学校屋内運動場のエアコン整備（中学校施設改修事業Ｐ３２２・３２３）   ５０４，０００千円 

   中学校の屋内運動場について、災害時の防災機能の向上を図るとともに、より良い教育環境を確保

するため、エアコンを整備します。令和４年度は第二中学校、第三中学校及び第四中学校を整備しま

す。 

担当：教育総務課 

 

〇 第二中学校校舎外壁等改修に伴う設計                    １２，７６３千円 

（中学校施設改修事業Ｐ３２２・３２３） 

    第二中学校の校舎外壁及び屋上の改修工事に伴う設計を行います。 

担当：教育総務課 
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〇 旧高橋家住宅主屋屋根の改修（施設改修事業Ｐ３４８・３４９）        ２１，６７０千円 

   旧高橋家住宅について、開園後１０年以上が経過し、経年劣化等により主屋屋根に不具合が生じて

いるため、改修工事を行います。 

担当：文化財課 

 

〇 博物館エレベーターの改修（施設改修事業Ｐ３５２・３５３)         ３２，１５０千円 

   博物館のエレベーターについて、改修工事を行います。 

担当：文化財課 

 

〇 博物館外壁の調査（施設改修事業Ｐ３５２・３５３）              ３，８１５千円 

   博物館の外壁タイルの老朽化により落下等の危険性があることから、外壁調査を行います。 

担当：文化財課 

 

〇 北朝霞公民館の耐震診断（北朝霞公民館管理事業Ｐ３６６・３６７）        ４，８５１千円 

   公共施設等マネジメント実施計画に基づき、経年劣化を踏まえて耐震診断を行います。 

担当：中央公民館 

 

〇 中央公民館のエレベーター改修に伴う設計（施設改修事業Ｐ３６８～３７１)    ２，３００千円 

   中央公民館のエレベーターについて、改修工事に伴う設計を行います。 

担当：中央公民館 

 

〇 東朝霞公民館空気調和設備改修に伴う設計（施設改修事業Ｐ３６８～３７１）   ５，５００千円 

   東朝霞公民館の空調設備について、改修工事に伴う設計を行います。 

担当：中央公民館 

 

〇 武道館改修に伴う設計（施設改修事業Ｐ３８０・３８１）           ３０，０８５千円 

   公共施設等マネジメント実施計画に基づき、施設の耐震化のため、武道館の改修工事に伴う設計を

行います。 

担当：生涯学習・スポーツ課 

 

 

 

５ 新型コロナウイルス感染症対策にかかる取組 

   

〇 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給            ２４，８６４千円 

（新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業Ｐ１４４～１４７）  

 新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い生活が困窮している一定の条件を満たす世帯に対して、

支援金を支給します。 

担当：福祉相談課 
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〇 児童館に対する補助（児童館管理運営事業Ｐ１７８・１７９）          １，８００千円 

新型コロナウイルス感染症対策として購入する衛生用品の経費に対して補助します。 

担当：こども未来課 

 

〇 保育施設等に対する補助                          ６５，２００千円 

（子育て支援センター運営事業・子ども・子育て支援事業・放課後児童クラブ運営事業 

Ｐ１８４～１８９） 

新型コロナウイルス感染症対策として購入する衛生用品の経費に対して補助します。 

担当：保育課 

 

〇 放課後児童クラブの Wi-Fi環境整備                     １８，４３０千円 

   （放課後児童クラブ運営事業・放課後児童クラブ施設管理事業Ｐ１８８・１８９）         

    公設の放課後児童クラブの Wi-Fi環境を整備するとともに、民間の放課後児童クラブが、新たに

Wi-Fi環境の整備を行う際の工事費等の経費の一部を補助します。 

担当：保育課 

 

 〇 新型コロナウイルスワクチン接種の３回目追加接種             ４７５，３１３千円 

   （新型コロナウイルスワクチン接種事業Ｐ２１４・２１５） 

 新型コロナウイルスワクチン３回目追加接種を実施します。 

担当：健康づくり課 

 

〇 新型コロナウイルス感染症にかかる労働・社会保険相談               ５１５千円 

   （勤労者支援事業Ｐ２４０・２４１） 

新型コロナウイルス感染症で影響を受けた市内労働者・事業者向けの社会保険労務士による労働・

社会保険相談を実施します。 

担当：産業振興課 

 

〇 新型コロナウイルス感染症にかかる経営相談                     ７９２千円 

（中小企業支援事業Ｐ２５０・２５１） 

    新型コロナウイルス感染症で影響を受けた市内企業・事業者向けの中小企業診断士による経営相談

を実施します。 

担当：産業振興課 

 

 〇 その他コロナ対策経費                           １４，５７５千円 

    庁舎や公共施設等における新型コロナウイルス感染防止対策として、消毒液やペーパータオルなど

を購入します。 

 


